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※Ｒ2の給付費等は⾒込です
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 第６章 介護保険事業の推計 

１．居宅サービス 
 
 （１）訪問介護 

  訪問介護員等が居宅を訪問し、⼊浴・排泄・⾷事の介護のほか、調理・洗濯・掃除等の
⽇常⽣活に必要なサービスを提供します。 

  第 7 期 第 8 期 Ｒ7 
2025 

Ｒ22 
2040 年 度 H30 R1 R2 R3 R4 R5 

介
護
給
付 

給付費（千円） 11,841 11,446 13,058 14,528 14,536 15,227 12,646 13,337

回数（回） 356.3 349.0 339.8 373.0 373.0 387.5 318.8 333.3

⼈数（⼈） 26 23 23 23 23 24 21 22

 
 （２）訪問⼊浴介護 
  ⼊浴⾞等で居宅を訪問し、浴槽を提供して⼊浴の介護を⾏います。 

  第 7 期 第 8 期 Ｒ7 
2025 

Ｒ22 
2040 年 度 H30 R1 R2 R3 R4 R5 

介
護
給
付 

給付費（千円） 2,596 2,180 4,096 3,162 3,164 3,164 5,996 5,408

回数（回） 17 14 27 20.8 20.8 20.8 40.4 36.4

⼈数（⼈） 3 3 6 5 5 5 10 9

予
防
給
付 

給付費（千円） 0 0 0 0 0 0 0 0

回数（回） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

⼈数（⼈） 0 0 0 0 0 0 0 0

 
 （３）訪問看護 
  看護師等が居宅を訪問して療養上の世話や必要な診療の補助を⾏います。 

  第 7 期 第 8 期 Ｒ7 
2025 

Ｒ22 
2040 年 度 H30 R1 R2 R3 R4 R5 

介
護
給
付 

給付費（千円） 1,625 1,704 2,838 2,668 2,669 2,669 2,669 3,061

回数（回） 25.2 26.6 38.7 37.9 37.9 37.9 37.9 42.4

⼈数（⼈） 11 9 10 9 9 9 9 10

予
防
給
付 

給付費（千円） 139 163 72 83 83 83 83 83

回数（回） 1.3 1.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8

⼈数（⼈） 1 1 1 1 1 1 1 1
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 （４）訪問リハビリテーション 
  理学療法⼠等のリハビリテーション専⾨職が居宅を訪問し、理学療法・作業療法その他

必要なリハビリテーションを⾏います。 
  第 7 期 第 8 期 Ｒ7 

2025 
Ｒ22 
2040 年 度 H30 R1 R2 R3 R4 R5 

介
護
給
付 

給付費（千円） 306 1,538 2,449 3,108 3,110 3,110 3,628 4,147

回数（回） 8.3 40.0 63.7 80.4 80.4 80.4 93.8 107.2

⼈数（⼈） 1 4 5 8 8 8 7 8

予
防
給
付 

給付費（千円） 0 223 0 0 0 0 0 0

回数（回） 0.0 5.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

⼈数（⼈） 0 1 0 0 0 0 0 0

 
 （５）居宅療養管理指導 
  医師や薬剤師等が通院困難な利⽤者の居宅を訪問し、療養上の管理指導を⾏います。 

  第 7 期 第 8 期 Ｒ7 
2025 

Ｒ22 
2040 年 度 H30 R1 R2 R3 R4 R5 

介
護
給
付

給付費（千円） 932 1,026 1,045 1,216 1,217 1,217 1,217 1,309

⼈数（⼈） 12 11 11 13 13 13 13 14

予
防
給
付 

給付費（千円） 214 139 146 147 147 147 147 147

⼈数（⼈） 2 2 2 2 2 2 2 2

 
 （６）通所介護 
  通所介護事業所において、必要な⽇常⽣活上の世話と機能訓練を⾏います。 

  第 7 期 第 8 期 Ｒ7 
2025 

Ｒ22 
2040 年 度 H30 R1 R2 R3 R4 R5 

介
護
給
付 

給付費（千円） 51,740 51,161 38,263 39,238 39,259 39,259 38,271 39,235

回数（回） 667 671 505 508.0 508.0 508.0 497.6 513.8

⼈数（⼈） 58 52 43 49 49 49 47 49
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 （７）通所リハビリテーション 
  病院等において、理学療法・作業療法等の必要なリハビリテーションを⾏います。 

  第 7 期 第 8 期 Ｒ7 
2025 

Ｒ22 
2040 年 度 H30 R1 R2 R3 R4 R5 

介
護
給
付 

給付費（千円） 40,661 35,678 35,599 36,619 35,371 36,640 38,343 38,006

回数（回） 418.9 366.4 349.1 356.7 346.0 356.7 374.5 371.7

⼈数（⼈） 50 43 40 41 40 41 43 43

予
防
給
付

給付費（千円） 4,345 5,362 4,835 5,558 5,561 5,561 5,561 5,561

⼈数（⼈） 13 15 13 14 14 14 14 14

 
 （８）短期⼊所⽣活介護 
  特別養護⽼⼈ホーム等に短期間⼊所し、⼊浴・排せつ・⾷事の介護その他⽇常⽣活上の

世話と機能訓練を⾏います。 
  第 7 期 第 8 期 Ｒ7 

2025 
Ｒ22 
2040 年 度 H30 R1 R2 R3 R4 R5 

介
護
給
付 

給付費（千円） 11,245 8,049 15,086 9,440 9,446 9,446 8,432 8,895

回数（回） 130.1 91.7 164.5 111.7 111.7 111.7 98.9 105.0

⼈数（⼈） 14 13 12 13 13 13 12 13

予
防
給
付 

給付費（千円） 218 0 0 0 0 0 0 0

回数（回） 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

⼈数（⼈） 1 0 0 0 0 0 0 0

 
 （９）福祉⽤具貸与 
  可能な限り居宅で⽇常⽣活を営むことができるように、利⽤者の⼼⾝の状況等に応じた

福祉⽤具が貸与されます。 
  第 7 期 第 8 期 Ｒ7 

2025 
Ｒ22 
2040 年 度 H30 R1 R2 R3 R4 R5 

介
護
給
付

給付費（千円） 16,108 16,630 20,369 21,237 21,640 21,640 22,569 22,390

⼈数（⼈） 109 107 118 123 125 125 127 127

予
防
給
付

給付費（千円） 972 1,068 1,433 1,225 1,237 1,237 1,292 1,488

⼈数（⼈） 19 20 28 24 24 24 25 29
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 （10）特定福祉⽤具購⼊ 
  ⼊浴や排せつに⽤いる⼀定の福祉⽤具を購⼊した際に、その費⽤の⼀部を⽀給します。 

  第 7 期 第 8 期 Ｒ7 
2025 

Ｒ22 
2040 年 度 H30 R1 R2 R3 R4 R5 

介
護
給
付 

給付費（千円） 448 326 218 453 453 453 453 453

⼈数（⼈） 2 1 1 2 2 2 2 2

予
防
給
付

給付費（千円） 229 298 364 182 182 182 545 545

⼈数（⼈） 1 1 2 1 1 1 3 3

 
 （11）住宅改修 
  ⼿すりの取り付け等の⼀定の住宅改修を居宅で⾏った際に、その費⽤の⼀部を⽀給しま

す。 
  第 7 期 第 8 期 Ｒ7 

2025 
Ｒ22 
2040 年 度 H30 R1 R2 R3 R4 R5 

介
護
給
付

給付費（千円） 2,808 2,031 1,701 2,311 2,311 2,311 2,062 2,062

⼈数（⼈） 3 2 2 3 3 3 2 2

予
防
給
付

給付費（千円） 1,097 888 3,678 505 505 505 1,515 1,515

⼈数（⼈） 1 1 4 1 1 1 3 3

 
 （12）特定施設⼊居者⽣活介護 
  有料⽼⼈ホームで⼊浴・排せつ・⾷事等の⽇常⽣活上の世話や機能訓練等を⾏います。 

  第 7 期 第 8 期 Ｒ7 
2025 

Ｒ22 
2040 年 度 H30 R1 R2 R3 R4 R5 

介
護
給
付

給付費（千円） 0 1,843 5,933 4,307 4,309 4,309 0 0

⼈数（⼈） 0 1 3 2 2 2 0 0

予
防
給
付

給付費（千円） 826 196 0 0 0 0 0 0

⼈数（⼈） 1 0 0 0 0 0 0 0
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 （13）居宅介護⽀援・介護予防⽀援 
  在宅の要介護（要⽀援）者がサービスを利⽤するにあたり、居宅（介護予防）サービス計

画を作成し、サービス事業所等と連絡調整等を⾏います。 
  第 7 期 第 8 期 Ｒ7 

2025 
Ｒ22 
2040 年 度 H30 R1 R2 R3 R4 R5 

介
護
給
付 

給付費（千円） 20,455 20,335 19,958 20,677 21,129 21,129 21,084 21,618

⼈数（⼈） 126 117 113 116 118 118 118 121

予
防
給
付

給付費（千円） 1,503 1,555 1,572 1,637 1,533 1,533 1,426 1,637

⼈数（⼈） 29 29 30 31 29 29 27 31

 
 
※居宅サービスのうち、短期⼊所療養介護（⽼健）、短期⼊所療養介護（病院等）、短期⼊所療
養介護(介護医療院)については、利⽤実績がないもしくは利⽤の⾒込みがない⼜は町内に事
業所がないことから、サービスの利⽤を想定していません。 
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２．地域密着型サービス 
 
 （１）地域密着型通所介護 

 ⼩規模な通所介護事業所（利⽤定員 19 名未満）において、必要な⽇常⽣活上の世話と機
能訓練を⾏います。 
  第 7 期 第 8 期 Ｒ7 

2025 
Ｒ22 
2040 年 度 H30 R1 R2 R3 R4 R5 

介
護
給
付 

給付費（千円） 23,105 23,281 29,462 31,247 30,619 31,539 34,945 34,670

回数（回） 225.6 228.9 295.3 310.2 303.0 312.8 349.4 346.8

⼈数（⼈） 21 24 30 34 33 34 38 38

 
 （２）⼩規模多機能型居宅介護 
  通いを中⼼に、利⽤者の選択に応じて、随時の訪問や宿泊を組み合わせてサービスを提

供し、居宅における⽣活の継続を⽀援します。（利⽤定員 29 名以下） 
  第 7 期 第 8 期 Ｒ7 

2025 
Ｒ22 
2040  年 度 H30 R1 R2 R3 R4 R5 

介
護
給
付

給付費（千円） 163,881 155,404 186,930 181,317 190,948 194,827 203,610 202,473

⼈数（⼈） 73 62 78 75 78 79 83 83

予
防
給
付 

給付費（千円） 3,942 2,937 3,339 4,196 4,199 4,199 4,199 4,704

⼈数（⼈） 6 4 6 7 7 7 7 8

 
 （３）認知症対応型共同⽣活介護 
  認知症の⽅が共同⽣活をする住居（１ユニット９名以下）で、家庭的な環境と地域の住

 との交流をしながら、 常 活上の世話と機能訓練を います。 
  第 7 期 第 8 期 Ｒ7 

2025 
Ｒ22 
2040 年 度 H30 R1 R2 R3 R4 R5 

介
護
給
付

給付費（千円） 70,564 70,567 76,742 77,522 77,565 77,565 77,056 77,565

⼈数（⼈） 26 26 27 27 27 27 27 27

予
防
給
付

給付費（千円） 344 1,865 0 0 0 0 0 0

⼈数（⼈） 0 1 0 0 0 0 0 0
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 （４）地域密着型特定施設⼊居者⽣活介護 
  定員が 29 名以下の介護専⽤型の有料⽼⼈ホームなどに⼊居される⽅が、⽇常⽣活上の世

話や機能訓練等を⾏います。 
  第 7 期 第 8 期 Ｒ7 

2025 
Ｒ22 
2040 年 度 H30 R1 R2 R3 R4 R5 

介
護
給
付 

給付費（千円） 31,389 29,851 31,570 34,063 34,082 34,082 34,082 34,082

⼈数（⼈） 14 13 13 14 14 14 14 14

 
 
※地域密着型サービスのうち、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、
認知症対応型通所介護、地域密着型介護⽼⼈福祉施設⼊所者⽣活介護、看護⼩規模多機能型
居宅介護については、町内に事業所がないことからサービスの利⽤を想定していません。ま
た、本計画期間中の整備計画もありません。 
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３．施設サービス 
 
 （１）介護⽼⼈福祉施設 
  ⾝体上・精神上著しい障がいがあるため常時介護が必要で在宅介護が困難な⽅に、⽇常

⽣活上の世話や機能訓練、療養上の世話等を⾏います。 
  第 7 期 第 8 期 Ｒ7 

2025 
Ｒ22 
2040 年 度 H30 R1 R2 R3 R4 R5 

介
護
給
付

給付費（千円） 106,271 115,654 120,068 128,661 128,733 128,733 125,945 125,945

⼈数（⼈） 39 42 42 45 45 45 44 44

 
 （２）介護⽼⼈保健施設 
  病状が安定している⽅が在宅⽣活への復帰ができるよう、看護や機能訓練等の必要な医

療、⽇常⽣活上の世話を⾏います。 
  第 7 期 第 8 期 Ｒ7 

2025 
Ｒ22 
2040 年 度 H30 R1 R2 R3 R4 R5 

介
護
給
付

給付費（千円） 53,032 51,010 51,892 45,994 49,355 49,355 41,911 41,911

⼈数（⼈） 17 17 16 14 15 15 13 13

 
 （３）介護療養型医療施設 
  病状が安定期にある 期の療養が必要な に、療養上の管理や看護、機能訓練等の必要

な医療等を⾏います。 
  第 7 期 第 8 期 Ｒ7 

2025 
Ｒ22 
2040 年 度 H30 R1 R2 R3 R4 R5 

介
護
給
付

給付費（千円） 52,022 53,535 54,307 54,777 58,802 58,802 

⼈数（⼈） 13 14 13 13 14 14 

※令和５年度末までに廃⽌となる予定です 
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 （４）介護医療院 
  病状が安定期にある重篤な⾝体疾患を有する⽅や⾝体合併症を有する認知症⾼齢者等に、

療養上の管理や看護、機能訓練等の必要な医療等を⾏います。 
  第 7 期 第 8 期 Ｒ7 

2025 
Ｒ22 
2040 年 度 H30 R1 R2 R3 R4 R5 

介
護
給
付 

給付費（千円） 0 2,079 0 4,961 4,964 4,964 0 0

⼈数（⼈） 0 1 0 1 1 1 0 0
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